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平成21年度川口市議会の政務調査費に関する住民監査請求の結果について                    

 
川口市民オンブズマン・代表 村松幹雄 

 
■ごあいさつ 

平素より、川口市に関する各種報道活動にご尽力頂き、心より感謝申し上げます。 

標記の件、当会では去る3月5日（火）に川口市監査委員宛に、平成21年度川口市議会の政

務調査費に関する監査請求書を提出させていただきました。 

5月9日（木）に川口市監査委員より監査結果を郵送で受領しましたので、監査結果について

の概要と当会の所見をご案内します。 

 

■監査請求の結果について 

 下記のとおり、川口市監査委員が勧告した返還金額と監査期間中に自主的に返還された総額

は、711,941円になりました。 

□監査結果金額（単位：円） 

 
川口市民オンブズマン 

監査請求金額 

（返還対象金額） 

返還金額 

（自主返還額） 

広報発行等広報発行等広報発行等広報発行等にににに関関関関するするするする支出支出支出支出    

※議員33名、2会派（自民・共産）が該当。広

報紙発行関連費用について政務調査費で全

額支出したものが対象 

21,941,653 

（10,970,827） 
628,308 

公聴費公聴費公聴費公聴費にににに関関関関するするするする支出支出支出支出    

1会派（自民）が該当。来客用のコーヒー代に

関する支出が対象 

167,265 

（83,633） 
（83,633） 

合計 
22,108,918 

（11,054,460） 
711,941 

※ 公聴費に関する支出は、監査結果において監査委員が返還の必要を認めていましたが、

監査期間中の平成25年3月21日に自民党の会派から83,633円が市へ返還されました。 

■監査請求の結果についての当会の所見 

 今回の監査結果に関する当会の所見は別紙のとおりになります。 

※当所見は市長・議長・監査委員宛に送付しています。 

■その他 

●別紙 

「監査請求に係る結果」に対する所見」・「返還金額が多額だった政務調査報告書3件」 

「政務活動費に関する申し入れ書(平成24年11月23日)」 

●当会の活動の詳細については当会HP、または以下の問合せ先までご連絡ください。 

〒333-0821 川口市東内野56-33電話：Fax：048-295-0580 

kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp 

以上 
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2013年5月15日 

川口市民オンブズマン 

 

「監査請求に係る結果」に対する所見 

 

当会会員ら3名が2009年度分（平成21年度分）政務調査費の支出のうち、下記について不適切な支出と

し返還を求めた。 

1、「広報発行等に関する政務調査費の支出：議員33名分(21,941,653円)」按分し 10,970,827円 

2、「自由民主党、公聴費（来客用コーヒー代167,265円）」按分し 83,633円 

 

1、川口市監査委員は住民監査請求に係る結果について（通知）は以下のとおりである。 

1、広報発行等に関する政務調査費の支出 

返還請求金額 10,970,827円に対し監査委員が認定した返還金額は628,308円。 

2、自由民主党 公聴費（来客用コーヒー代）の支出 

当該金額（83，633円）については、監査期間中の平成25年3月21日に同会派から市に返還された

ことを確認したとし、83,633円が返還された。 

3、返還合計金額 

上記1,2、の返還請求合計金額22,025,286に対し、返還合計金額は711,941円の支出を不適切と

認め市に返還されるに止まった。 

 

  住民監査請求における監査対象金額（または返還請求金額）は以下のとおり。 

項目 監査対象金額 
（返還対象金額） 

備考 

広報発行等に関する支出 
21,941,653円 

（10,970,827円） 

議員33名、2会派（自民・共産）が該当。広報
紙発行関連費用について政務調査費で全額
支出したものが対象。 

公聴費に関する支出 
167,265円 
（83,633円） 

1会派（自民）が該当。来客用のコーヒー代に
関する支出が対象 

合計 
22,108,918円 

（11,054,460円） 
 

 

2、監査結果についてについて以下のとおり請求人の所見を述べる。 

請求の要旨 

1、広報発行等に関する政務調査費の違法または不当な支出 

市政報告等の広報発行に関する政務調査費の条例と規程及び手引きに反する支出について自由民

主党川口市議会議員団、日本共産党川口市議会議員団の2会派及び議員33名の支出を指摘した。 
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上記各議員に対して支出金額の返還請求を求める理由。 

川口市議会政務調査費の交付に関する条例第1条に、この条例は、地方自治法 第100条第14項及

び第15項の規定に基づき、川口市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会に

おける会派又は議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。」とあり「第

6条 会派又域議員は、政務調査費を別に定める使途の基準に従って使用するものとし、市政に関する

調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない」と定めている。 

また、手引きでは政務調査費の使途に係わる運用方針として、政務調査費の支出に関する二つの原

則である「実費弁償」・「費用按分」を定め、「費用按分」については実態として議員活動が混然一体、多

面的であることを大前提としている。 

会派・議員が政務調査費で広報活動を行う場合、当然ながら会派名・議員個人名を周知したうえで行

うことが必要であり、名前や顔写真等により会派名・個人名が特定できる掲載内容になることは否定でき

ない。そして，広報紙の内容が，会派・議員本人の顔写真や氏名を目立つ場所に大きく記載するなど、

単なる会派・議員個人の宣伝の場と化することが珍しくない。議員が活動をするうえで公人としての議員

活動（会派としての個人の集合体を含む）と政治家個人としての活動が混然一体であり、また、広報活動

と宣伝活動の両者を峻別することは実際には困難である。そして、政治家個人としての宣伝活動のため

に政務調査費を利用することを「議員の調査研究に資する」とすることは違法であり、納税者の納得も得ら

れないと考える。これまでのことから、印刷・配布等の費用のうち、按分したうえで政務調査費を充てること

ができると考えるが、現在、川口市議会の手引きでは按分比率は最大で2分の1となる。 

上記に示す会派・議員は、調査研究活動、議会活動及び市政に関する報告・ＰＲとして、広報紙等を

発行し、発行に係わる費用をいずれも全額を政務調査費から支出しており、上記のことから本件支出に

おける政務調査費の全額支出犠認められない。 

今回の監査請求、返還請求金額 21,941,635円に対し監査委員が認定した返還金額は628,308円で

あった。 

2、自由民主党 公聴費（来客用コーヒー代）の支出 

自由民主党の市議会議員控室における「来客用コーヒー代、167，265円」を公聴費（来客用コーヒー）

とし全額支出した。この支出は按分1／2に反した支出であるとして返還を求めた。 

しかし監査結果によると、文意「この支出は按分1／2に反した支出であり返還を求める必要があると認

められるが、当該金額（83，633円）については、監査期間中の平成25年3月21日に同会派から市に返還

されたことを確認した。このことから、本件請求については、特に措置する必要はないものと判断する。」で

あった。 

此の事は指摘を受けなければ結果として支出が認められてしまう公金支出の管理の杜撰さが明らかに

なった例である。 

3、監査委員の判断について 

本件請求人らは過去数回にわたり住民監査請求を行い監査委員の「監査請求に係る結果」を示されて

きた。過去を含み請求人らが指摘する不具合についての監査委員の判断は請求人らの判断と大きく隔た
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りがあり「法以下の定めについての解釈が議員寄りである」と強く感じている部分がある。 

今回の判断で監査委員が不適切と認定した事例は、違法または不当であることが余りにも明白なもの

であり、議員らの活動の範囲を拡大解釈することが不可能であったものに限定されている。議員らの作成

する市政ニュースなどの広報紙を一見し「政務調査費の手引き使途項目 広報費の内容、 調査研究活

動、議会活動及び市政に関する報告・P R に要する経費」の範疇とは言えないと感じるものが多い。 

しかし少数の議員ではあるが広報紙の内容が明確に市政報告であり、市民に対し真摯な内容で発行

されている例がある。このような議員らの政務調査報告書（個表）の記載内容及び会計処理上についても

正確な処理がなされている事実もある。 

今回の監査結果において広報紙等の内容に関して（イ）個別判断として示されている考え方について

以下が示されている。 

文意「・・広報紙等の内容に関する事項以外の指摘事項のうち、監査請求書の「備考」欄に『領収証 

数量なし会計処理上不可』等とある領収書等の記載事項に関する指摘については、領収書等に数量等

の記載がなくとも、領収先において正規に発行された領収書等と認識できるものであり、かつ、その金額

等が不自然なものでない限り、支払の確認ができないとまでは言えないので、数量等支払の内容につい

て政務調査報告書（個表）その他により確認できる場合は、原則として適正なものと判断した。また。これ

に該当するものについては、「個別監査結果一覧表」の「備考」欄に、「数量は〇〇〇枚であることを確認

した」等と記載した。」  

上記の判断は本件が公金であるから、その支出を報告する政務調査報告書（個表）に定めに従い領収

証に記載されるべき事項を記載した領収証を添付することが当然であると判断するべきである。 

記載のない事例に対し監査委員がこれを補足するために「数量は〇〇〇枚であることを確認した」等と

記載する裏付け確認を行うのは不可解であり、不完全な政務調査報告書（個表）は会計処理上不可であ

ることを明確に示すことが必要である。これを明確にしなければ今後も議員らは不完全な政務調査報告

書（個表）でも監査委員が補足するからよし、の処理となる可能性を否定できないことになる。 

今後、監査委員におかれては本件住民監査請求に係る結果について（通知）4 意見に記載された

「政務調査報告書（個表）に関し、広報紙等の印刷枚数等、支出に係る内容の記載が十分とはいえない

ものや印刷物について裏面のコピーが添付されていないもの等が見受けられたので、丁寧で明確な記載

並びに資料の的確な添付について、より一層配意する必要がある。」に従い監査されるよう願うものであ

る。 

 4、市長、議長、監査委員へ書簡送付 

市長、議長、各議員においては、今回の監査結果と共に当会の政務活動費に関する申し入れ書(平成

24年11月23日)も踏まえて公金の支出に関する改善を期待したい。 

なお、当所見は別途、市長・市議会議長・監査委員へ書簡として送付しました。 

 

以上 



政務調査報告書 (個表 )

管理番号 Bヽ8 ノ1年 7月 lζ日作成
会派(議員)名 9既
実施年月日 ジJ年 3月 2日
実施者名 効 橘

調
査

の
具
体
的
内
容

項  目

①研究研修費 ②調査旅費  ③資料作成費 ④資料購入費 0広報う

⑥広聴費   ⑦人件費   ③事務所費  ③その他の経費

内  容

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

支
出

の
内
容

金  額 .J /'.i ooo FI

内  訳

2rl-o ooo
6o Doc

/S ooc

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

備  考

※領収書等は領収書等貼付用紙 (男1様)に貼付し、この報告書に添付する革と 、



領収書等貼付用紙

領収書等は重ならないように貼付すること

領

)慕孫1静 賊  様

但 し

上記 の金額正 に領収 いた しま した

21午 81月 2 日

※管理番号は政務調査報告書 (個表)と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること



子供たちの為に 平成21年7月 11日発行

政務調査事務所

丁EL:
FAX:

小暑
|

も近づき、皆様におかれましては、益々ご健勝
上げます。のこととお

又、 日頃 :よ、私の議会活 動、並びに政治活動に対 し多大なるご支
援 とご協力を賜 り心より御礼を申し上げます。 さて、先月開催 され
ま した 6月 定例議会において、経済文教常任委員会の委員長に就任
させて頂きま した。改めて関係者各位 に感謝を申し上げます。
先 日ある企業の社長 さんの経営講演会に参加 をしてきま した。今

急百京
|:117旨

卜ぶ隼雰だ名桑1ギ ::を :｀ T臓毒可‡す充墨写童彗
か ら「サポー トしてもらつてあた りまえ」的態度で、感 VJlの 気持 ち

が薄い と述べ られていま した。

すなわち、 自己を反省す ることをせず、他者のおかげで仕事 もで

きているとい うことす ら分か らず、思いもつかないでいる。 しか

も、未熟 な上に傲慢で、失敗 を叱 られて 自分の世界に閉 じこもる

よ うな子育ては真剣 に見直 さなければ、国の一大事だなと思いま

した:

若者 を育てたのは令 の大人です。 自分 を未熟だと言 う人は多い

が、 日で言 うほど未れだ と思つていないのでは ?人 は自己を容認

したい し、容認 しなければ生 きてい くのは大変だと感 じる。それ

な りに自己を高 く評価す るのは人間の 自己防衛本能なのかな ?し
か し、私が知 る仕事に成功す る人の多 くは、本当に未熟だ と自党

しています。だか らこそ、他人 に迷惑をかけないように、毎 日努

力をし、人の意見に耳を傾けています。私もそんな方々に肖り、日々精進をいたします。
平成15年 4月 27日 の初当選の感謝と感動を忘れる事無く、初心忘れず「一日一生Jの精神で今

後 夏張つていく事をお約束させて頂きます。結びに、皆様方の御活躍と御多幸を心より御祈念申し
上げ、御挨拶と致します。
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,4歳で急逝した父親の代から大変お世話になつている芝2丁目町会の皆様と大いに語り合つています。左端が相川夫妻

彙務調査事務所を当選以来餞置させて頂いている遭合西町会防犯バトロール隊の皆様と:

マ心安全な街づくりを目指し頑啜ります!!

在家町会さんを中lbと した新藤代■士の後摂会 (あすなろ会)の皆様と協念写ヽ すヾ。
日々 のご指導に心から感謝申し上げます!総選挙必鵬!!全力で応優します!!!

日本棋院の梅木理事をはじめ関係者性共に田村市長に諫情!

市内47小学校に日碁の普及を求めて!何方かお手合わせを!!

宮根町会育成椰さんからの要望で市遭に横断歩道の餞置を実現!

児童、富齢者、障害者つために交通安全対策を推遺いたします.

彗真で紹介 !不督り|1不□成活動報告
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川口市長   岡村 幸四郎 様 

川口市議会議長   板橋 智之  様 

川口市議会・議会運営委員長 宇田川 好秀 様 

（写し） 

川口市議会議員各位 

川口市議会事務局長 

平成24年11月23日 

川口市民オンブズマン・代表 村松幹雄 

〒333-0821 川口市東内野56-33  

電話：Fax：048-295-0580 

kawaguchi.citizen.ombudsman@mbe.nifty.com 

政務活動費に関する申し入れ書 

地方自治法100条14項から16項の改正、地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基

づく、政務活動費に関する条例の制定・改正について以下のとおり申し入れます。 

記 

第１ 過去の判例等を逸脱する使途拡大を行わず、使途基準を厳格に制限すること 

改正される条例の定め方によっては、政務調査活動以外への支出を許容する結果をもたらす恐

れがあり、条例の制定・改正にあたっては、従前の政務調査費の使途を拡大することなく、政務活動

費の使途基準を厳格に制限すべきである。これは名称が政務調査費から政務活動費に変更された

としても、同条項を規定する地方自治法100条は議員の調査権限を定めたものである以上、議員、会

派の調査活動と無縁な活動への支出を許すことではありません。 

 改正法が「その他の活動」を加えた趣旨は当該活動が議員、会派の調査に属することを前提とする

とともに、それ以外の活動に資するものであっても費用を支出する余地を認めるというものであって、

これまで各地の裁判所で示された使途基準とほぼ同様であり、これまで裁判所が許さなかったものに

対しても支出を許すものではありません。 

第2 更なる使途の透明性を確立し、市民の信頼に応えること 

法改正では「議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるも

のとする。」され、附帯決議でも「議員活動の活性化を図るためにこれを行うものであることを踏まえ、

その運用につき国民の批判をまねくことのないよう、改正趣旨の周知徹底と併せ、使途の透明性の

向上が図られるよう、特段の配慮を行うこと」とされています。 

 これは、政務調査費の支出について、これまでの議会による公開状況を改善すべきことを指摘して

いることから、条例の制定・改定にあたっては、更なる透明性を確立することがない条例制定・改定を

行うことは市民が許しません。 

 



第3 上記2点に関する具体的な事項を条例の制定・改定等に反映すること 

これまで当会では川口市議会の政務調査費に関して2回の監査請求を行い、この活動を通じて監

査結果等により、政務調査費に関して改善すべき事項が明らかになった。また、今回の法改正にお

いて条例制定・改定に反映すべき具体的な事項があり、以下の具体的な事項を申し入れます。 

1. 平成24年12月議会で条例制定・改定を早急に行うのではなく、学識経験者・市民を含めた検討

委員会で検討し、他自治体で行われているようにパブリックコメントを行ってから条例制定・改定

を行うこと 

2. 市長が議員や会派へ政務活動費を交付し、公費支出に関する説明責任を負う者であるところか

ら、議員だけで条例制定・改定を検討するのではなく、交付を行う市長も条例制定・改定の議論

に参画して、交付する側として意見・要望等を表明し、条例等に反映すること。 

3. 議会において会派間だけでの検討のみ、また、委員会付託もせず、本会議での上程即日の議

決だけで条例制定・改定を行わないこと。 

4. 市長が議員や会派へ政務活動費を交付し、公費支出に関する説明責任を負う者であるところか

ら、制定・改定される条例では「この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。」

とすること。 

5. これまで川口市議会では、使途基準の項目になかった会議費、要請・陳情活動費等を追加する

場合、そもそも地方自治法100条が議員の調査権限を定めたものであることから、当該政務活動

費を充てることができる経費の範囲を、議員・会派の調査活動に密接に関連するもののみとする

こと 

6. 支出を証する書面の提出として「収支報告書」「領収書」「出納簿」「視察報告書」「成果報告・成

果物」「広報誌（現物または全ページ）」「備品台帳」等を市民に公開すること。 

7. 収支報告書や領収書等を議会ホームページに掲載するとともに、公文書公開請求による公開で

はなく、何人でも閲覧を希望する場合、他自治体議会で行われているように「閲覧申し込み書」

等の簡便な手続きで随時公開すること。 

以上 


